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（
国
土
交
通
委
員
会
）

踏
切
道
改
良
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
踏
切
道
に
お
け
る
交
通
事
故
の
防
止
及
び
交
通
の
円
滑
化
を
図
る
と
と
も
に
、
道
路
管
理
を
よ
り
適
切
な
も

の
と
す
る
た
め
、
引
き
続
き
平
成
二
十
八
年
度
以
降
の
五
箇
年
間
に
お
い
て
も
踏
切
道
の
改
良
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
と
と
も
に
、
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
ほ

か
、
道
路
協
力
団
体
制
度
の
創
設
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

踏
切
道
改
良
促
進
法
の
一
部
改
正

１

国
土
交
通
大
臣
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
踏
切
道
の
う
ち
、
平
成
二
十
八
年
度
以
降
の
五
箇
年

間
に
お
い
て
改
良
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
改
良
の
方
法
を
定
め
ず
に
指
定
す
る
も
の
と
す

る
。

２

指
定
さ
れ
た
踏
切
道
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
（
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。
）
は
、

当
該
踏
切
道
の
改
良
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
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３

鉄
道
と
国
土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
道
路
と
が
交
差
す
る
場
合
に
お
け
る
踏
切
道
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通

大
臣
が
当
該
踏
切
道
の
改
良
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
国
踏
切
道
改
良
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

４

地
方
踏
切
道
改
良
計
画
又
は
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
お
い
て
は
、
カ
ラ
ー
舗
装
等
の
当
面
の
対
策
、
駅
周
辺
の
駐
輪
場

整
備
な
ど
の
踏
切
周
辺
対
策
等
を
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

５

地
方
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
の
作
成
及

び
実
施
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
、
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二

道
路
法
の
一
部
改
正

１

道
路
管
理
者
は
、
道
路
に
設
置
さ
れ
て
い
る
看
板
そ
の
他
の
物
件
が
、
道
路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
交
通
に

危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
等
で
あ
っ
て
、
物
件
の
占
有
者
等
が
除
去
等
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
又
は
現
場
に

い
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
自
ら
除
去
し
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
除
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
す
る
。

２

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
区
域
を
立
体
的
区
域
と
し
た
道
路
を
構
成
す
る
敷
地
（
行
政
財
産
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

の
上
空
等
に
交
通
確
保
施
設
を
所
有
し
、
又
は
所
有
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
国
有
財
産
法
又
は
地
方
自
治
法
の
規
定
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に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
施
設
の
所
有
を
目
的
と
す
る
区
分
地
上
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

３

道
路
管
理
者
は
、
道
路
管
理
者
に
協
力
し
て
道
路
に
関
す
る
工
事
又
は
道
路
の
維
持
を
行
う
こ
と
等
の
業
務
を
適
正
か

つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
団
体

を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
道
路
協
力
団
体
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

４

道
路
協
力
団
体
が
３
の
業
務
と
し
て
行
う
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
の
実
施
に
必
要
な
工
事
等
の
承
認
、
道
路
の

占
用
の
許
可
等
に
つ
い
て
は
、
道
路
協
力
団
体
と
道
路
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
の
許
可

等
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
。

三

施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
の
１
の
改
正
規
定
、
二
の
２
の

改
正
規
定
等
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
す
る
。

２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。


